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提言にあたり 

 現在、全国の自治体においては、小中学校や幼稚園・保育所、公民館、図書館そして庁舎

などの公共建築物のみならず、私たちの生活に欠くことのできない上下水道、道路・橋り

ょう、廃棄物処理場などのインフラ、プラント系施設を含めた公共施設の多くが老朽化し、

その対策の検討が進められ一部ではすでに実行段階に至っています。 

 このような中、習志野市では、すでに平成 20（2008）年度には、全国に先駆け公共施設

に関する老朽化の実態をハード面とコスト面から明らかにした「習志野市公共施設マネジ

メント白書」を作成し、その分析の結果、習志野市の公共施設が全国の自治体の中でも、

特に老朽化が進んでいることが明らかとなりました。これを契機として、平成 25（2013）

年度には「公共施設再生計画」を策定し、建築物に関する公共施設の老朽化対策の取組み

が本格的に始まり、それ以来現在まで全国の取組みの先導的な役割を果たしつつ、具体的

な取組みが進んできたものと認識しています。 

 この間、国においては「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、総務省からは「公共施

設等総合管理計画」とこれに基づく「個別施設計画」の策定要請があり、習志野市と同様

の取組みが全国規模で展開されるようになるとともに、現在はインフラ・プラント系施設

を含めた「個別施設計画」の策定が求められています。 

 このような状況の中、本審議会では、平成 29 年 1 月に審議がスタートして以来、これま

で約 2 年間にわたり 8 回の審議会を開催し、現在、習志野市が取り組んでいる公共施設等

の老朽化対策について、すでに実行段階に入っている「公共施設再生計画」の見直し及び

インフラ・プラント系施設に関する「個別施設計画」の策定に関して、習志野市長からの

諮問を受け、その基本的な方策について検討を進めてまいりました。 

その間、事務局からの様々な説明、資料提供を受ける中で、公共施設の老朽化問題が、

習志野市の将来のまちづくりに与えるインパクトの大きさ、課題解決の困難さなどについ

て、委員一同、改めて実感したところであります。 

審議の過程においては、各委員からの積極的なご意見、ご提言、また資料提出があり、

鋭意、検討を進めた結果、本提言書を取りまとめることができました。 

今後の習志野市の取組みが、将来のまちづくりにおいて実りあるものとなることを願い

つつ、さらには、習志野市における個別施設計画の実施段階の経験が、全国自治体のこれ

からの検討に活かされることを期待しています。 

 以上のような背景と現状認識に立ち、習志野市公共施設等再生推進審議会は、今後、習

志野市が策定する、習志野市公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」の策定に

関して提言書を提出いたします。 

 具体的な提言内容については本編において記述しますが、市はこの提言を真摯に受け止

めて、できる限り提言を活かして、習志野市の発展と市民に役立つ「個別施設計画」を、 

市民との合意形成を十分に図ったうえで策定されることを審議会一同希望します。 

 

平成３０年１１月  日 

習志野市公共施設等再生推進審議会 

委 員 長  廣 田 直 行 
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「個別施設計画」策定に関する提言 

 習志野市は、全国に先駆けて公共施設の老朽化問題に着目し、全国でも早い時期の平成

26 年 3 月に、公共建築物の「個別施設計画」1である「公共施設再生計画」を策定し、本計

画に基づき、すでに具体的な再生事業に着手するなど、この問題に対して先導的な役割を

果たしてきました。 

 一方、国においては、平成 24 年 12 月の笹子トンネル天井落下事故を契機として、平成

25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、公共施設の老朽化問題に対する取

組みは全国に広がっており、現在、全国の自治体においては、平成 26 年 4 月に総務省から

要請があった「公共施設等総合管理計画」の策定とそれに基づく「個別施設計画」の策定

作業が進められています。現在、公共施設等総合管理計画の対象施設に関しては、各施設

の所管官庁等から、施設の計画的かつ効率的管理及び長寿命化 2によるライフサイクルコス

ト（ＬＣＣ）3の削減を図るために「ストックマネジメント 4の考え方を導入することが重要

である」として、「各種の指示書 5（手引き、指針、ガイドライン）」が提示されています。 

 本市では、公共施設再生計画を策定してから、平成 29 年度末ですでに 4 年間の実践経験

を積んでおり、ＰＤＣＡサイクル6を機能させ、計画を改訂する時期に差し掛かっています。

この機会に、国から提示された施設分野ごとの各種の指示書の内容を取込み、公共施設等

総合管理計画に基づく「個別施設計画」の策定を進めることが必要です。 

 本審議会では、こうした背景を踏まえて、公共施設再生計画を改訂し、公共施設等総合

管理計画に基づく「個別施設計画」を策定するに当たり、本市の現状の問題点を整理し、

課題解決に向けて取り組むべき基本的な方向性について審議を行いました。 

 将来の人口減少を織り込みつつ、財政状況が厳しい中での計画策定となることから、効

率性や持続可能性、適正化の観点で、施設規模を縮減していく方向にならざるを得ないこ

とは理解できます。しかし、その結果、習志野市の魅力が低下しては、まちづくりにとっ

ては逆効果であり、市民にとって明るい未来にはなりません。 

新たな「個別施設計画」の策定にあたっては、財政面にのみ焦点を当てるのではなく、

まちづくりの将来ビジョンを明確にし、政策、施策との関連性に配慮しつつ個別計画との

関連性、整合性に十分配慮していくことが重要であり、ハード面だけの課題として取り組

むだけではなく、将来のまちづくりを踏まえた政策、施策との関連性の中で、将来ビジョ

ンを市民と共有し魅力あるまちづくりを見据えた計画策定を推進することが必要です。 

また、公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」では、公共建築物のみならず、

道路、橋りょう、公園、上下水道、ガス、ごみ処理施設などのインフラ・プラント系施設

も、対象施設に含めることが必要となります。公共施設再生計画では、直近５年間の事業

実績に比べて、将来の事業費を賄うことができるかという観点から事業費の確保可能性を

検討していますが、インフラ・プラント系施設を含めて事業計画の実現可能性を判断する

には、過去の事業実績との比較だけでは十分ではないため、本市の一般会計の歳入歳出に

ついて、21 年間の財政シミュレーションを行うことで、「個別施設計画」を策定する上での

財政的な制約を判断する材料としました。 
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なお、財政シミュレーションについては、主に性質別歳出項目の普通建設事業費の内容

を中心に審議を行いましたが、審議の過程において、現時点の財政シミュレーション結果

が非常に厳しい状況であることが判明したことから、審議会としては、財政全般について

これまで以上に踏み込んだ取り組みが必要との認識に至っており、行政においても同様の

認識を共有する必要があります。 

 今回の提言書では、以上のような審議経過を踏まえ、以下の 7 項目について、提言を行

うこととします。 

 なお、この提言の背景や審議過程のデータ等については、参考資料編【第 1 編】として

巻末に添付します。 

提言項目 

提言１．将来のまちづくりを見据えた計画策定について 

提言２．財政シミュレーションを踏まえた計画策定について 

提言３．公共施設の再生整備及び維持管理に関する基本的な方向性について 

提言４．トップマネジメントによる個別施設計画の推進と全庁的な取組体制の構築

について 

提言５．市民、団体及び事業者等の関係者とともに進める公共施設等の再生について 

提言６．「個別施設計画」の策定及び個別事業の着実な実施に向けた取組み 

提言７．計画の不断の見直しと充実について 
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提言１．将来のまちづくりを見据えた計画策定について 

 「個別施設計画」の策定は、財政面にのみ焦点を当てるのではなく、将来のまちづくり

を踏まえた政策、施策との関連性の中で、将来ビジョンを市民と共有し魅力あるまちづく

りを見据えた計画策定が重要です。そのためには、2019 年度中に策定予定の「後期基本計

画（2020 年度～2025 年度）」において、習志野市が目指す「まちづくりの将来ビジョン」

を明確化し、「個別施設計画」に活かしていくことが必要です。 

 しかし、これまでの「長期計画」などの上位計画では「まちづくりの将来ビジョン」が明

確ではなく、市民には分かりづらく、「個別施設計画」の策定にも支障をきたします。 

 また、人口減少社会の到来、少子高齢化、ＩＣＴ（情報通信技術）やＡＩ（人工知能）技

術の進歩など、中長期的な社会環境や技術の変化を見据えた計画の検討も重要です。 

 このような視点から、以下に提言します。 

（１）「まちづくりの将来ビジョン」の明確化とビジョンの共有化 

 公共施設再生計画及び公共施設等総合管理計画では、公共施設の老朽化対策をハー

ド面から捉え、厳しい財政状況から、事業費を抑制し適切な維持管理・運営をして

いくためにはどうすれば良いかといった視点からの検討が中心となっています。 

 しかし、「個別施設計画」は、都市経営の観点からの検討が重要であり、「個別施設

計画」がまちづくりにどのような影響を及ぼしていくかなど、まちづくりとの関係

に配慮した計画を、市民との合意形成を図りながら策定することが必要です。 

 そのためには、最新の人口推計データをしっかりと把握したうえで、習志野市が目

指すまちづくりの将来ビジョンを、市長のリーダーシップのもとで、現在検討中の

「後期基本計画」で明確化するとともに、わかりやすく表現、周知することで、市

民、職員、事業者など、まちづくりに係わるあらゆる関係者が、「まちづくりの将

来ビジョン」の認識を共有しつつ議論を深めていくことが重要です。 

（２）バックキャスティング7型の課題解決に向けた検討の実施 

 人口増加を前提としてきた制度や考え方は、人口減少社会を迎える将来のまちづ

くりには、その効果を発揮でません。 

 人口減少、少子高齢化、厳しさを増す財政状況への対応など、まちづくりの課題を

踏まえ、将来ビジョンを検討する必要があります。 

 ただし、現状の厳しさをもとにその延長線で将来ビジョンを描くと、縮減を前提と

して魅力の乏しい将来ビジョンになりかねません。先にありたい姿、目指したい将

来像を市民とともに描いたうえで、それを実現するために必要な施策を逆にたど

って検討するバックキャスティング型でシナリオを作り実行していくことが必要

です。 

（３）市民との対話と協働による検討の実施 

 将来のまちづくりを見据えたうえで、公共施設等総合管理計画やそれに基づく「個
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別施設計画」の検討を行うことは、将来の習志野市をどのようなまちにしていくの

かという、市民にとって非常に重要な課題を検討していくことになります。 

 従って、「個別施設計画」の検討においては、市の長期計画や総合戦略、都市マス

タープランなどの上位計画との関連性を踏まえつつ、市民との対話、協働による検

討が不可欠であり、そのための仕組みづくりが必要です。 

（４）コミュニティや地域の特性を考慮した「個別施設計画」の策定 

 「個別施設計画」の策定にあたっては、これまで培ってきた地域の文化・伝統等の

地域特性を考慮し、地域コミュニティへの影響を検証・検討したうえで、まちづく

りの視点に基づいた計画策定が必要です。 

 特に、公共建築物に関する公共施設再生計画の見直しにあたっては、コミュニティ

の在り方、高齢化が進む中での高齢者福祉政策の重要課題である「地域包括ケアシ

ステム8」との関連性、時代とともに変化している社会教育施設の役割と在り方な

ど、市の政策、施策の現状や今後の方向性などとの整合性に留意して検討すること

が重要です。 

（５）最新のＩＣＴやＡＩ技術を考慮した「個別施設計画」の策定 

 最新のＩＣＴやＡＩ技術の利活用は、施設のハード面及びソフト面に大きな影響を

与えるとともに、まちづくりの有効な手段であると考えられるので、「個別施設計

画」を策定する際においても、その利活用を十分に考慮する必要があります。 
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提言２．財政シミュレーションを踏まえた計画策定について 

 「個別施設計画」を検討するうえでは、政策・施策の実現や持続可能性の観点から、市の

財政状況の将来予測を踏まえた計画策定が必要であり、今回、事務局が試算した 21 年間の

「財政シミュレーション」を検討材料としました。 

 審議会での審議対象は、公共施設等総合管理計画の対象施設に関する事業費であること

から、財政シミュレーションの試算結果については、主に性質別歳出における普通建設事

業費について審議を行いましたが、審議の過程において、財政シミュレーション結果が非

常に厳しい見通しであり、経常経費分の試算（「普通建設事業費」を除く試算）において毎

年度収支不足であるため、全般的な事項についても提言することとしました。 

【普通建設事業費について】 

（１） 「個別施設計画」に基づく事業費の積算における単価設定 

 「個別施設計画」に基づく事業費を算出するためには、前提条件となる単価を適正

に見積もることが重要ですが、現状の事業費試算における単価の設定は、習志野市

の実績との乖離や工事種別ごとの単価設定が十分に検討されていないなど問題が

あると言わざるを得ません。「個別施設計画」の策定においては、早急に習志野市

における工事実績等を分析し、実態に即した単価設定を行うことが必要です。 

 単価については、社会経済情勢により急激な変動を伴うことから、過去の実績や最

新の情報を把握しその実績を蓄積・分析することにより、速やかに事業費の見直し

に反映できるようなシステム化や体制整備に努めることが必要です。 

（２）普通建設事業費の縮減と平準化 

 現時点における普通建設事業の試算では年度による事業費のバラツキが大きく、

また、財政シミュレーション結果からは事業費の更なる縮減が必要な状況です。 

従って、「個別施設計画」の策定にあたっては、以下に示す項目の検討が必要です。 

① 年度ごとの事業費を平準化させるため、施設区分ごとの事業実施スケジュール

の全体調整を積極的に実施する。 

② 各施設の長寿命化について調査・検討し、長寿命化による対応が可能な場合は、

適切な目標耐用年数 9を設定するとともに、事業実施スケジュールを調整し、

年度ごとの事業費を平準化させる。 

③ 建築物における単価を縮減するために、各施設の建設仕様を標準化するなど、

過剰仕様にならないように見直しを行う。 

④ インフラは、基本的にはストックとして積みあがっていくものであり、削減す

ることは困難な性質であることから、例えば、新規に整備する部分と既存施設

の維持管理する部分を合わせた事業費について、現状の投資額を上限としてキ

ャップをかけるなど、事業費が拡大しないような仕組みを導入する。 

⑤ 公共建築物に関する多機能化・複合化による床面積の縮減について、さらなる
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精査・分析により、その効果を実現する。 

⑥ 単価積算にあたっては、除却費、仮設費などの関連経費を適切に計上する。 

⑦ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を検討するにあたっては、財政負担の平準化効果と

有効性を検証する。 

（３） 普通建設事業（個別事業）の実施にあたっての財源確保 

 統廃合によって廃止される施設の維持管理・運営費の削減効果を推計し、施設再生

事業の財源としての活用を検討する必要があります。 

 審議会は、公有資産の売却・貸付には慎重な立場ですが、「個別施設計画」に基づ

く事業を着実に実施していくために必要な財源確保策としての公有資産の有効活

用としての売却・貸付を検討する場合は、「市民の財産」であることを十分認識し

たうえで、将来のまちづくりへの影響などを考慮し、その課題等を整理・精査して、

市民との合意形成に努力したうえで実施することが必要です。 

 将来のまちづくりの方向性を明確化したうえで、社会資本総合整備計画10や立地適

正化計画11などのまちづくりの上位計画を策定することにより、個別事業の実施あ

たっての国からの交付金等を確保できる枠組みや、地方財政計画に計上されてい

る公共施設等適正管理推進事業債12の活用など、個別事業を着実に実施するための

財源確保に努めることが必要です。 

（４）官民連携手法の検討と導入 

 個別事業の事業費を縮減するために、ＰＰＰ／ＰＦＩ 13手法の導入を検討すること

は重要ですが、最近では財政効果（ＶＦＭ）による事業費の縮減を期待することは

難しく、今後は財政負担の平準化と市民サービスの向上に重点を置いて、ＰＰＰ／

ＰＦＩ手法導入の効果や有効性を確実に検証し、確実に導入効果が見込める場合

に導入など、慎重に検討することが必要です。 

（５）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）を考慮した事業費の検討 

 公共施設再生計画では、個別施設に関する更新、改修に関する事業費の積算に留ま

っていましたが、施設のＬＣＣ（ライフサイクルコスト）では、ランニングコスト

（日常的な維持管理・修繕費用）はイニシャルコスト（建設時事業費）の５倍程度

が必要であると言われており、今後の検討においては、ランニングコストを含むＬ

ＣＣの観点からの検討が重要です。 

 施設の更新、改修時には、常にランニングコストの視点を忘れずに、補助金の対象

となることや、追加コストが少ないからという理由で、大きめの施設を整備するこ

とは厳に慎むことが必要です。 

 一方、効率的な維持管理が可能となることや環境性能を高めることなどにより、イ

ニシャルコストが高めになったとしても、その後のランニングコストが低減でき

ることが検証できる場合には、前向きに検討し積極的に取り組むことも重要です。 

【全般的事項ついて】 
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（６）財政シミュレーションの結果の共有化と「個別施設計画」の検討 

 現時点における財政シミュレーションの結果は、普通建設事業費を除く経常分で

さえも収支不足が発生し、仮に最適化した「個別施設計画」を策定できたとしても、

個別事業を実施するための財源を確保できないという非常に厳しい結果となって

います。 

 この結果を真摯に受け止め、市長をトップとして全庁を挙げて行財政改革に取り

組むとともに、市民との情報共有により、市民から広くアイデア・工夫、協力を得

ることによって、厳しさの中にも将来のまちづくりが明るいものとなるような検

討を進めることが必要です。 

 今回提示された財政シミュレーションは、比較的厳しめのシミュレーションであ

ると認識していますが、今後は、将来のまちの姿との関連性を含め複数パターンの

シナリオに基づくシミュレーションの検討や試算精度の向上を図っていく必要が

あります。 

 複数パターンのシミュレーションを行う場合、政策経営部をリーダーとする全庁

的な検討体制を構築し、財政の危機的状況を庁内で共有して、精度の向上を図る必

要があります。その際、試算方法や精度向上のアドバイスを受けるために、外部有

識者の招聘なども検討すべきです。 

 その結果が現状と変わらず厳しいものであるならば、市長は「財政非常事態」を宣

言するなど、市民と危機感を共有して厳しい現状に対応することが必要です。 

 「個別施設計画」の検討にあたっては、「提言 1」で言及した通り、将来のまちづ

くりを見据えた計画の策定が重要でありますが、財政シミュレーションの結果も

十分に踏まえつつ実施することが重要です。 

 歳出費用の縮減は重要な検討課題であり、業務の簡素化と効率化による費用の縮

減の検討が必要です。特に、人件費と物件費の縮減には業務の簡素化と効率化の効

果が大きいと考えられ、その一手段として進化の目覚ましいＩＣＴやＡＩ技術の

利活用の検討が必要です。 

（７）公営事業会計に属する公共施設に関する財政シミュレーションの必要性 

 特別会計や公営企業会計は一般会計とは別の会計ですが、赤字が発生するときな

どには一般会計からの繰出金で賄われる場合があります。したがって、財政シミュ

レーションは一般会計だけでなく、特別会計（公共下水道）、公営企業会計（上水

道・ガス）についても実施することが必要です。 

 その際、特別会計及び公営企業会計の公共施設等に関する経費のうち、一般会計か

らの繰出金で賄われる分を推計するとともに、公営企業会計においては減価償却

費14の内部留保15の活用を考慮する必要があります。 
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提言３．公共施設の再生整備及び維持管理に関する基本的な方向性について 

 この項では、国から示されている各種の指示書（手引き、指針、ガイドライン）を踏まえ

つつ、習志野市が課題解決に向けて取り組むべき基本的な方向性について、【全般的事項】

と【個別事項】に分けて提言します。 

【全般的事項】 

（１）各種指示書に基づく計画の部門間の策定レベルの全庁的調整 

 これから策定する「個別施設計画」では、国からの各種の指示書に基づき、各施設

所管課が「個別施設計画」を策定したものをまとめることで全体の計画とすること

が想定されますが、この方法では、全体の事業費が市の財政状況と大きく乖離して

しまうことや、関連する事業が所管ごとに別々に実施されるなど、事業計画全体と

して不整合が発生する恐れがあります。 

 従って、「個別施設計画」を検討する際には、庁内の検討体制等を整えたうえで、

国の指示書の取扱いに関する本市の考え方を明確にして、関係部門の計画策定レ

ベルを同一に確保するためのマネジメントをしていくことが必要です。 

（２）施設の長寿命化の検討 

 これまでの計画（公共施設再生計画及び公共施設等総合管理計画）では、施設の長

寿命化について十分な検討が行われていないため、今後の検討に際しては、長寿命

化に対する考え方を整理し、明確にしたうえで、各施設の長寿命化について十分に

検討し、施設管理の方向性を明確化することが必要です。 

（３）施設の長寿命化による目標耐用年数の決定 

 施設の長寿命化による耐用年数の延伸が、財政負担の軽減及び平準化にどの程度

寄与するのか、耐用年数別にＬＣＣを比較し目標耐用年数を決定する必要があり

ます。 

（４）用語の定義の明確化 

 「個別施設計画」の策定においては、「長寿命化」と「予防保全」、「修繕」と「改

修」など、様々な専門用語による説明が行われますが、具体的な取組内容に認識の

ズレが生じることが多々あります。 

 従って、用語の定義を確実に行うことにより、行政内部での共通認識を図ることは

もとより、市民がその内容を理解できるようにする必要があります。 

（５）標準仕様や管理水準の設定 

 「個別施設計画」の検討においては、効果的、効率的な事業計画の検討やコスト削

減の検討が必要であることから、施設ごとの性質や特徴を踏まえつつ、適切な標準

仕様や管理水準を設定することが必要です。 

（６）広域連携の検討 

 広域連携については、公共施設等総合管理計画に記載があるものの具体的な取組
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みが進んでいないのが現状であり、「個別施設計画」の検討に際しては、近隣自治

体とのリスク管理に関する課題を認識しつつ、将来の人口減少への対応や総量圧

縮によるコスト削減を図りながら公共施設の有効利用を図るため、他市との広域

連携の有効性を検討し、施設の相互利用などによる効率的・効果的な管理運営のあ

り方を検討することが必要です。 

 また、施設面ばかりでなく、ノウハウの共有や人事交流などの広域的な体制整備も

検討課題です。 

（７）地域区分の境界線の統一 

 習志野市においては、小学校と中学校の学区や、コミュニティ、連合町会の境界が

町丁目の境界と微妙にズレており、今後のまちづくりを検討するうえで障害とな

ることが想定されます。「個別施設計画」の検討を効果的に進めるためにも、まち

づくりの検討の中でこれらの境界を一致させていくことが望まれます。 

 

【個別事項】 

≪公共建築物≫ 

（１） 機能としての行政サービスの内容、水準及び提供方法などの精査 

 習志野市では、公共施設再生計画を策定するにあたって「機能と施設の分離」を

一つの考え方として施設の再編再配置を計画していますが、現状では、この考え

方が整理できていません。 

 公共施設再生計画の見直しの際には、施設の役割と市民のかかわりを整理し、機

能としての行政サービスの内容や水準、提供方法などを精査したうえで、その機

能を効果的・効率的に実行するためには、公共施設をどのように再編再配置して

いけばよいのかという点を重点的に検討すべきです。 

 （２）劣化状況等の確認・判定の実施 

 公共施設再生計画の見直しにあたっては、習志野市の公共施設が他市に比べて

老朽化が進んでいる実態を踏まえ、施設の長寿命化の観点から劣化状況等を確

認・判定し、客観的データに基づき事業費の算出、実施時期の判断などを行う必

要があります。 

（３）維持管理、修繕及び運営費等のコストの把握 

 これまでは改修・更新事業費の算出に留まっていましたが、財政シミュレーショ

ンとの関係では、維持管理、修繕費、運営費などのランニングコストを把握する

ことも必要です。 

 （４）適切な単価設定の検討 

 単価の設定においては、事例に基づき分析するとともに、事業費を縮減するため

に標準仕様書の作成など、コスト圧縮に努力することが必要です。 
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 （５）第１期計画期間における事業実績を踏まえた検討 

 平成 26 年度以降に実施した公共施設再生計画における様々な課題を踏まえ、第

2 期以降の計画期間においては、「個別施設計画」に基づく事業が着実に実行で

きるように検討を進めることが必要です。 

 特に、第１期計画期間の事業で積み残された事業については、その原因や対応状

況を整理し、その結果を踏まえ次期計画に反映させることが重要です。 

 （６）学校施設再生計画との連携 

 公共建築物の約 50%を占める小中学校については、児童生徒の教育環境としての

役割がある一方、地域の拠点機能をもつ公共施設にしていくという基本方針が

あることから、学校施設再生計画の第 2 期計画の検討においては、これまで積

み残されてきた検討課題について結論を出したうえで、事業計画を立案するこ

とが必要です。 

 学校施設は、公共施設再生計画において、地域の拠点施設として多機能化、複合

化の対象施設であり、その在り方が将来のまちづくりに大きく影響していくこ

とから、「個別施設計画」の策定と推進の際には、学校施設再生計画との連携を

図ることが必要です。 

 ≪道路≫ 

 道路については、現在の道路を改修・更新していく前提で今後の事業費が試算さ

れていますが、将来のまちづくりの方向性により道路の新設や都市計画道路が

どうなっていくのかについても検討して将来の更新等に関する事業費を試算す

ることが必要です。 

 道路に関する今回の試算においては、（一財）地域総合整備財団の試算ソフトを

活用し、舗装の更新費用を 4,700 円／㎡で積算していますが、この単価は習志

野市の実勢単価と比較してかなり低い額です。単価については習志野市の実態

に合わせた単価を使うべきであり、その他の公共施設においても単価の積算に

おいては精査する必要があります。 

 特に、道路については、管理水準を適正化しコストを抑制す考え方が定着してい

ることから、市の実態を踏まえ道路の管理手法を定めていくことが必要です。 

≪橋りょう≫ 

 習志野市ではすでに「橋梁長寿命化修繕計画（H29.6 改訂）」を策定し、それに

基づき事業を実施していますが、この計画の長寿命化の効果の根拠が不明確で

あることから、今後、さらなる精査が必要です。 

≪公園≫ 

 公園の実態調査を早急に行い、「個別施設計画」の策定に際しては、その調査

結果に基づいて事業費の単価等の精査を行い、事業費を算出することが必要で

す。 

 公園の整備に関し、市民一人あたり 10 ㎡の整備目標がありますが、現状では、
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市民一人あたり 6.7 ㎡であり、目標を達成するためには 56ha の用地が必要に

なります。難しい問題ではあると認識していますが、この目標についてしっか

りと庁内で議論する必要があります。 

≪ごみ処理施設（芝園清掃工場・リサイクルプラザ）≫ 

 清掃工場（ごみ処理施設）の建替えには多額の財政負担が伴うとともに、最新

技術の調査・研究及び処理能力の予測などの技術課題があります。そのため、

現在の清掃工場の更新時期である 2031 年度に向けて、早い段階から課題の整

理と対策の検討を進める必要があります。 

 また、ごみ処理施設の技術課題を検討するためには高度な専門性を要すること

から、外部の専門家を含めた検討委員会の設置の検討が必要です。 

≪公営事業（下水道・上水道・ガス）≫ 

 平成 31 年度から公営企業化する下水道事業については、一般会計からの繰出

金16があり市の財政への影響が大きいことから、引き続き、インフラ長寿命化

基本計画に基づき適正に管理することで、繰出金のルール分については過度な

負担が発生しないように事業計画を策定するとともに、繰出金のルール分以外

については、一般会計への負担の発生を抑制する必要があります。 

 上水道・ガス事業についても、公営企業会計として独立採算で経理されている

が、将来的な需要予測や施設の劣化状況の把握などについて、インフラ長寿命

化基本計画に基づき適正に実施することで、適正な事業実施を行うことが必要

です。 

 下水道事業については、今後の更新・改修に多額の費用が見込まれることから、

国土交通省が提示している「下水道ストックマネジメント支援制度」の活用を

踏まえて、長期的な視点のもとで「下水道ストックマネジメント計画」を策定

し、それに基づく下水道施設の「個別施設計画」を策定することが必要です。 
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提言４．トップマネジメントによる個別施設計画の推進と全庁的な取組体制の構築 

について 

「個別施設計画」の策定においては、まちづくりと連動して個別事業を実施していくと

いう視点が重要であり、都市経営の観点から、まちづくりの上位計画である長期計画や総

合戦略に位置づけられた将来ビジョンとの関連性を常に念頭に置きつつ、「個別施設計画」

がまちづくりにどのような影響を及ぼしていくかなどに配慮しながら検討を進めることが

重要です。 

しかし、これまでの上位計画には「まちづくりの将来ビジョン」が明確に示されておら

ず、これまで策定された「公共施設再生計画」及び「公共施設等総合管理計画」では、まち

づくりの視点が不足していることは「提言１」で指摘した通りです。 

このためには、2019 年度中に策定予定の「後期基本計画」において、習志野市が目指す

「まちづくりの将来ビジョン」を明確化するとともに、各所管部局を調整し市の政策・施

策の方向性を統一的に動かしていくためのトップマネジメントが不可欠です。 

「公共施設等総合管理計画」に基づく「個別施設計画」の策定及び実行は複数部門が関

与し、非常に厳しい環境のもとで進められることから、庁内の検討体制のトップは市長が

務めることが必要です。また、「個別施設計画」の必要性と重要性の全庁的な認識の共有化

を図るとともに、計画の策定における職員の意識改革に向けた仕組みづくりのためのマネ

ジメントが必要です。 

この観点から提言を行うこととします。 

（１）市長のトップマネジメントによる「個別施設計画」の策定 

 「提言１」及び「提言２」の通り、「個別施設計画」の策定と推進においては、人

口推計や財政シミュレーション等に基づく将来予測もとで、まちづくりの将来ビ

ジョンを、市民と共有し全庁を挙げて進めていくことが重要ですが、そのためには

トップマネジメントが必要不可欠です。 

（２） 全庁的な取組み体制の強化 

 「個別施設計画」の策定は複数部門に関係するため、縦割り組織の弊害を乗り越

え、組織機能を十分に発揮しつつ全庁一丸となった課題解決の推進に向けて取り

組む必要があります。そのためには、現状の取組体制をさらに強化した、市長及び

幹部職員によるトップマネジメントが必要です。 

 現在、公共施設等総合管理計画に基づく取り組みは、政策経営部長が委員長である

「公共施設等総合管理計画推進及びＰＦＩ検討会議」のもとで推進されています

が、計画の策定と推進にはトップマネジメントが不可欠であることから、会議の委

員長は市長が務め、市長のリーダーシップのもとで計画の策定と推進を行う必要

があります。 

 「提言１」と「提言２」にＩＣＴやＡＩ技術の利活用の必要性について言及してい

ますが、現在の庁内にはＩＣＴやＡＩ技術の知識や経験を有する人材はほぼ皆無
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であり、市長のトップマネジメントのもとで、市内、近隣の大学との協働を図ると

ともに、ＩＣＴやＡＩに関する専門知識と経験を有する人材を確保し、複数部門が

策定する「個別施設計画」の支援体制の構築を行う必要があります。 

（３） 審議会等の提言の上位計画への反映の仕組みづくり 

 上位計画に基づいて策定された各政策、施策を検討する個々の審議会等の意見が

上位計画策定時に十分に生かされていないという問題があります。この問題を解

決するために、各政策、施策の検討における個々の審議会等での意見を上位計画策

定に反映させる仕組みづくりを、トップマネジメントで検討することが必要です。 

（４） 職員の意識改革に向けた仕組みづくりの推進 

 我が国における人口減少が未曽有の事態であることに鑑み、過去からの延長線で

対応策を議論するのではなく、将来のあるべき姿を想定したうえで、そこに向かっ

て必要な事業を組み立てて計画的に実行する（バックキャスティング）という新た

な発想が重要になることから、職員の意識改革が必要です。 

 また、「個別施設計画」の策定及び実施においては、職員の自主的で積極的な取り

組みが求められますが、現状は決して職員の「当事者意識」は高いとは言えません。

市長は、「個別施設計画」の必要性と重要性について全庁的な認識の共有化を図る

とともに、計画の策定における職員の意識改革による人材強化のための仕組みの

構築が必要です。そして、そのような発想で計画行政を推進した部局・個人を評価

する仕組みづくりの検討を、トップマネジメントで進めることが必要です。 

  



                     「個別施設計画」の策定に関する提言書【第３稿修正版】 H30.10.30_審議会用   

16 

 

 

提言５．市民、団体及び事業者等の関係者とともに進める公共施設等の再生について 

習志野市がこれまで進めてきた公共施設建築物に関する「公共施設再生計画」において

は、検討段階から、関係者との意見交換や出前講座、まちづくり会議での説明などのほか、

シンポジウムの開催、アンケートの実施、広報紙への掲載など、多様な方法で市民との合

意形成に努めてきたことは評価できます。 

しかし、公共施設再生計画はすでに実施段階に移行しており、計画策定段階と異なった

対応が必要になっている現状が認められます。 

特に、今後、単純な改修・更新ではなく、複合化、統廃合などの事業の実施が増加してく

ることが想定される中では、今まで以上の対話や連携が必要であり、合意形成に向けた工

夫と努力により、更なるステージに向けたステップアップを図っていくことが必要です。 

 

（１）公共施設等の再生に関する市民参加、合意形成手法の更なる充実 

 「個別施設計画」の策定においては、市民、団体等の関係者の理解と協力が不可欠

であり、市民参加、合意形成の方法を常に研究、検討し充実させていくことが重要

です。ワークショップ17の実施などの経験を生かしつつ、不足している点は補いな

がら、本市に相応しい市民参加の方式を構築し、市民との更なる合意形成を図って

いくことが必要です。 

（２）ステークホルダー18に関する分析と対策の実施 

 「個別施設計画」の策定においては、総論の段階から各論の議論へと検討作業が進

んでいきます。この際、対象事業に関して利害・関心を持っていると思われるステ

ークホルダーを抽出し、事前にアンケートやヒアリングを行うことは、その後の議

論を進めるにあたって有効です。 

 「個別施設計画」は、中長期にわたる見通しのもとで策定されることから、ステー

クホルダーの分析にあたっては、顕在化している対象者だけではなく、潜在化して

いる将来世代や、将来の転入者などこれから関りを持ってくる関係者などについ

ても考慮することが重要です。 

 また、「個別施設計画」の策定においては、個別事業に関係する市民、団体等によ

る議論に収れんされていく傾向がありますが、これまでの提言のとおり、この問題

は将来のまちづくりそのものの議論であり、広い意味では、現在および将来の全市

民がステークホルダーとなるものと考える必要があります。 

（３） 積極的な情報公開による問題意識の共有化 

 「個別施設計画」の策定に際しては、公共施設等の現状や実態、維持管理コストな

どを含めた関連する情報や、「個別施設計画」などを積極的に情報公開し、多くの

市民や関係団体と問題意識を共有することが重要であり、その結果、多くの市民が

この問題を自分事として認識できるようにする、即ち「当事者意識」を持つことが

重要です。そのための具体的な取り組みを進めることを求めます。 
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（４） 官民連携手法のあり方と進め方 

 ＰＦＩ手法を含む官民連携手法の導入にあたっては、財政効果の厳格な評価はも

とより、将来にわたって市民サービスの低下が起こらないように、行政内部の検討

体制と業務体制を充実させることが重要です。 

 現状では、官民連携手法であっても財政効果を期待することは難しくなっており、

仮にＰＦＩ手法を含む官民連携手法の導入を進める場合には、民間事業者の運営

ノウハウの効率的・効果的な活用による市民サービスの向上を事業者選定の重点

評価項目として厳格に審査することが必要です。 

 一方、サービス購入費等の支払いにおいて、費用の延払いにより財政負担の平準化

といった効果があることから、この観点からの検討も重要です。 

 ＰＦＩ事業を地域経済の活性化に生かしていく工夫も重要であり、そのためには、

ＰＦＩ事業を地元企業が受注できるようにするための取り組みを研究し、実行す

ることが必要です。 
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提言６．「個別施設計画」の策定及び個別事業の着実な実施に向けた取組み 

 習志野市においては、公共建築物に関する公共施設再生計画が実行段階にあり、計画策

定段階以降の様々な状況変化や計画策定段階には想定できなかった施設の老朽化による事

業費の増加などにより、止むを得ず事業計画の延伸や事業の見直しが必要となるケースが

見られます。このような事態は今後も想定され、その際適切に対応していくためには、常

に現状を把握し状況変化に応じた対策を速やかに実行できる仕組みや体制の構築が必要で

す。 

 一方、インフラ・プラント系施設については、一部、長寿命化計画が策定済みの施設が

あるものの、これまでは各施設所管課が独自に検討・策定・実施しており、行財政運営全

体への影響等の検討が不十分であり、実行段階で課題が顕在化する事例も現れています。 

本項においては、このような観点から、「個別施設計画」の策定及び個別事業の着実な実

施に向けた取り組みについて提言します。 

（１）個別事業の実行段階における手順書の作成 

 実行段階にある公共施設再生計画に基づく個別事業においては、検討が進む中で、

事業範囲、事業規模、事業内容、事業手法や事業費などにおける問題が顕在化する

事例が発生しています。このような問題が顕在化した段階では、すでに対応が難し

い状況となり、事業計画・内容の見直し、事業の先送り、追加予算の発生などが起

こるケースが見受けられます。 

 この原因は、個別事業の検討手順等が明確化されていないことから、事業化にあた

って必要となる関係各課での情報共有や事前相談等が遅れてしまうことに主な原

因があると考えられます。 

 この対策としては、事業着手（構想・設計段階）の１年～３年程度前段階から、事

業範囲、事業規模、事業内容、事業手法や事業費の大枠の検討、あるいは事業実施

にあたっての事前調査等について、関係各課が情報共有を行いつつ検討を進め、事

業実施段階のリスクを低減させ、予算編成や実施計画上の総合調整が早い段階か

ら可能となるように、事業の各実施段階の手順書を策定し、事業が効率的・効果的

に進められる仕組みの導入が必要です。 

 また、各実施段階の手順書を実効性のあるものにするためには、資産管理室の人材

を補強し、全庁的な一元管理機能を強化することによって、事業のＰＤＣＡサイク

ル機能を確実化する必要があります。 

（２）「個別施設計画」の情報公開用資料の改善 

 「個別施設計画」を着実に実施していくためには、市民、関係団体などの理解が不

可欠です。そのためには、「個別施設計画」の内容や個別事業の実績や効果等をわ

かりやすく説明、周知することが必要であることから、事業実績、効果、実施段階

での課題等が適切に整理・検証できるような帳票類を作成するなど、アイデアと工

夫により、市民が見てもわかりやすい資料の作成と積極的な情報公開が必要です。 
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（３）専門性の高い分野における外部有識者や大学・専門機関等との連携 

 「個別施設計画」の検討、実施、評価、見直しの各過程においては、各施設の長寿

命化や管理水準及び「ストックマネジメントの考え方」を検討する際に高度な専門

性が求められることから、市内・隣接の大学などと連携し、対応することが今後ま

すます重要です。 
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提言７．計画の不断の見直しと充実について 

公共施設再生計画における、現在の習志野市の体制やＰＤＣＡサイクルは、一定の成果

をあげているものの、不十分な点も多々あることから、今後、さらなる事業の拡大と複雑

さが見込まれる中では、より効果的な事業実施に向け更なる改善が必要です。 

特に、ＰＤＣＡサイクルにおける事業評価（Check）の検証が不十分であるため、計画の

見直し（Action）による計画の精度向上につながっていない現状があります。 

これは、これまでの事業評価が事業量（アウトプット）を評価の主指標にしており、事

業成果（アウトカム）が評価指標になっていないためであり、今後は事業成果（アウトカ

ム）に重点を置いて定量的な評価指標（KPI19）を設定し評価を行い、計画の精度向上を常

に図っていくことが重要です。 

本項では、ＰＤＣＡサイクルを確立させ機能するようにするためには、どのような点に

留意すべきかについて提言します。 

（１） 実績評価と評価結果に基づく計画の着実な見直しと充実 

 これまでの行政計画における進捗管理においては、ＰＤＣＡサイクルにおける評

価・見直し作業が不十分であり、計画見直しによる計画精度の向上につながってい

ません。この最大の要因は、計画時の評価指標が事業量（アウトプット）に偏り、

事業成果（アウトカム）による評価が行われていないことによるものです。 

 今後は、計画策定時に事業成果（アウトカム）のできるだけ定量化した指標（KPI）

を明確化し、以下の手順で評価・見直しをすることが必要です。 

① 定期的に行う計画の評価は、事業成果（アウトカム）に重点を置いて達成状況

を把握する。 

② 目標との乖離を評価し、その評価結果に基づく問題点を明確にし、問題点の解

決策を全庁レベルで検討し、その解決策をベースに計画の見直しを行い、計画

の精度向上を図る。 

 評価項目や評価指標の設定にあたっては、これまでの既成概念にとらわれず、社会

環境の変化や市民ニーズの変化を踏まえた新たな評価項目を検討することも重要

です。 

（２） 市民参加による実績評価 

 実績評価は、行政内部の手続きとして実務的に着実に実施することが重要ですが、

公共施設等の老朽化問題を対象とした実績評価においては、市民が積極的に関わ

ることで、より現状を理解しステークホルダーとしての認識が高まり、次のステッ

プへスムーズに移行できる効果があると考えます。 

 さらに、市民参加による実績評価を実施することで、各施設を所管する職員の当事

者意識が高まり、庁内における課題解決に向けた動きを促進させる効果があると

考えられることから、市民参加による実績評価の導入が重要です。 
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（３）地域経済への波及効果の検証 

 個別事業計画の策定時や個別事業の実施段階において、その影響が地域経済へど

のように波及していくのかについて検証することが必要です。 
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【用語解説】 

1 「個別施設計画」：インフラ長寿命化基本計画（H25.11 インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議）で規定され、各インフラ管理者がインフラ長寿命化計画（行動計画）

に基づいて策定することとされている「個別施設ごとの長寿命化計画」を示す。基本的な

記載事項として次の 6 項目を記載することとされており、①対象施設、②計画期間、③対

策の優先順位の考え方、④「個別施設計画」の状態等、⑤対策内容と実施時期、⑥対策費

用となっている。なお、インフラ長寿命化基本計画に基づく取組の体系は下図のとおり。 

 

 
2 長寿命化：老朽化した建物やインフラについて、物理的な不具合を直し耐久性を高めるとと

もに、その機能や性能を現在求められる水準まで引き上げる改修を実施することで、一般

的な施設の耐用年数よりも長く使い続けるようにすること。なお、長寿命化の詳細につい

ては、参考資料に記載する。 

 
3 ライフサイクルコスト：建物やインフラを企画・設計・建築し、それらの施設を維持管理し

て、最後に解体・廃棄するまでの、施設の全生涯に要する費用の総額のこと。 

 
4 ストックマネジメント：対象となる公共施設等について、目標とする明確なサービス水準を

定め、対象施設全体の状態を点検・調査等によって客観的に把握、評価し、長期的な施設

の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築等を一体的に捉えて、対象施設を計画的

かつ効率的に管理すること。 
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5 主な指示書（手引き、指針、ガイドライン）については、下記の総務省のホームページを 

参照してください。 

総務省トップ＞政策＞地方行政＞地方財政の分析＞公共施設等の更新費用の比較分析＞個別

施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドライン等 

 
6 ＰＤＣＡサイクル：事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手

法。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すこ

とによって、業務を継続的に改善すること。 

 
7 バックキャスティング：未来のある時点に目標を設定し、その時の状態を想定したうえで、

そこを起点として現在を振り返り、今何をすべきかを考える方法。地球温暖化対策や持続

可能な社会の実現など、これまでの方法では答えが見つからない問題を議論したり、解決

策を見つけるために用いられる。この対をなす言葉にフォアキャスティングがあり、現状

分析や過去の統計、実績、経験などから未来を予測する方法。 

 
8 地域包括ケアシステム：高齢者が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていくことができる

よう、住まいや生活の保障、介護予防、介護サービス、地域医療サービス等を地域の中で

ネットワーク化していこうとする取組み。 

 
9 目標耐用年数：公共施設等の部位部材の物理的、経済的、社会的な耐用年数と異なり、計画

的な保全を実施するための目標として設定する耐用年数であり、建物の劣化状況、老朽化

状況を踏まえ設定するもの。主な耐用年数の考え方には、下表のようなものがある。 

 

物理的耐用年数 建物躯体や部位・部材が物理的、化学的要因により劣化し、要求さ

れる限界性能を下回る年数。 

経済的耐用年数 継続使用するための補修・修繕費やその他の費用が、改築または更

新する費用を上回る年数。 

機能的耐用年数 使用目的が当初計画から変更、または、建築技術の進展や社会的な

要求の向上・変化に対して陳腐化する年数。 

法定耐用年数 建物などの建物などの固定資産の税法上の減価償却費を行うにあた

って減価償却費の計算の基礎となる年数で、一般的に耐用年数とい

う場合はこのことを指す。財務省例で定められている。 

 
10 社会資本総合整備計画：平成 22 年度に、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を

一つの交付金に一括し、自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、社会

資本整備総合交付金が創設され、この交付金を活用した事業を行うためには、計画期間内

における事業等の実施により実現しようとする計画の目標を設定した「社会資本総合整備

計画」を定めることが必要。 

 
11 立地適正化計画：立地適正化計画は、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少

社会に対応したコンパクトシティを実現するためのマスタープランであり、市町村が必要

に応じて策定する計画のこと。この計画を策定することで、計画に位置付けた都市機能の

整備に国の補助金や公共施設等適正管理推進事業債の活用ができる。 

 
12 公共施設等適正管理推進事業債：地方公共団体における公共施設等の適正管理を推進する

にあたり、公共施設等総合管理計画のもとで「個別施設計画」に位置付けられた事業を実

施する際に、一定の条件の下で財源とし発行できる地方債のこと。その元利償還金の一部

が交付税措置される。 
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13 ＰＰＰ／ＰＦＩ：ＰＰＰは、Public Private Partnership の略であり、公共サービスの提

供や地域経済の再生など何らかの政策目的を持つ事業が実施されるにあたって、官と民が

目的決定、施設建設・所有、事業運営、資金調達などの役割を分担して実施すること。ま

た、ＰＦＩは、Private Finance Initiative 略であり、民間資金等を活用した社会資本

整備のことで、民間企業が主導し、その資金調達、経営管理等のノウハウを活用する社会

資本整備手法のこと。ＰＦＩはＰＰＰにおける一手法である。 

 
14 減価償却費：使用や時の経過に伴う事業用資産の価値の減少額。 

 
15 内部留保：企業の純利益から、税金、配当金などの社外流失分を差し引いた残額を社内に

留保すること。 

 
16 繰出金（ルール分）：公営企業会計は、原則として企業性（経済性）の発揮と公共の福祉の

増進を経営の基本原則とするものであり、その経営に要する経費は経営に伴う収入（料

金）をもって充てる独立採算制が原則である。しかし、その性質上、企業の経営に伴う収

入をもって充てることが適当でない経などについては、一般会計が負担するものとされて

おり、この経費負担区分のルールについては毎年「繰出基準」として総務省から通知され

ている。 

 
17 ワークショップ：参加者が自発的に作業や発言を行える環境が整った場において、ファシ

リテーターと呼ばれる司会進行役を中心に参加者全員が活動する場のこと。まちづくり分

野においては、地域に係わる様々な立場の人々が参加して、地域社会の課題を解決するた

めの改善計画を立てたり、進めたりする共同作業の総称。住民参加型の活動形態の一つ。 

 
18 ステークホルダー：組織が行う活動によって影響を受けるすべての利害関係者のこと。 

 
19 ＫＰＩ：Key Performance Indicator の略で重点業績評価指標という。目標の達成度合いを

測るために継続的に計測・監視する定量的な指標のこと。  
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最後に 

 公共施設の老朽化問題は、習志野市のみならず、我が国が初めて直面する極めて大きな

問題であり、この問題を解決していくためには、いわゆる高度経済成長期を中心として私

たちが築き上げてきた知識や経験だけでは解決が困難であり、これまでにない新しい発想

や知見が必要になっています。既成概念の垣根を越えて、将来の社会・経済環境の変化を

見極め、適切かつ迅速に対応して行かなくてはなりません。 

これまでも触れてきたように、習志野市はこの問題に全国的にもいち早く着目するとと

もに課題を洗い出し、具体的な対策を実行してきた実績があります。ぜひ、市長のトップ

マネジメントのもとで、職員が一丸となり、市民、関係者とともに連携を深めつつ、課題

解決に向けた取組みを強力に進めていただきたいと考えます。 

 委員一同、習志野市のまちづくりの基本理念として脈々と引き継がれてきた「文教住宅

都市憲章」に基づく様々な政策、施策と、「公共施設等総合管理計画」に基づく「個別施設

計画」における様々な取組みが密接に連携しつつ、来るべき新時代においても習志野らし

さを維持しながら、市民が満足できるまちづくりに繋がり、未来に向けた明るい展望が拓

けることを念願しています。 

 この提言書が、その一助となることを願い、本審議会からの提言の結びとします。 
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【習志野市公共施設等再生推進審議会委員名簿】 

 

  

委　員　氏　名 よみがな 所属等

学識経験者 朝倉　暁生 あさくら　あけお
東邦大学理学部生命圏環境科学科

教授

学識経験者 倉斗　綾子 くらかず　りょうこ
千葉工業大学創造工学部デザイン科学科

准教授

知識経験者 西尾　真治 にしお　しんじ
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
政策研究事業本部　公共経営・地域政策部

主任研究員

学識経験者 廣田　直行 ひろた　なおゆき
日本大学生産工学部建築工学科

教授

公募 大部　素宏 おおぶ　もとひろ 市民

公募 黒澤　裕子 くろさわ　ゆうこ 市民

（敬称省略）

第8条第3項
公募に応じた者

習志野市公共施設再生推進審議会委員名簿

■任期：平成28年12月1日から平成30年11月30日まで　　定員6名

※選出区分ごとに読み仮名順

選出区分

第8条第3項
識見を有する者
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【審議日程】 

回数 開催日 議題 

第１回 平成29年1月24日（火） （１） 習志野市公共施設等総合管理計画について 

（２） 公共施設再生計画の現状と課題について 

（３） 公共施設再生推進審議会の今後の取組について 

第 2 回 平成29年5月29日（月） 【報告事項】 

（１） まちづくりの将来ビジョンについて 

【審議事項】 

（１） 公共施設等総合管理計画について 

（２） 公共施設再生計画について 

（３） 今後の取組について 

第 3 回 平成29年8月9日（水） （１） 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画策定

にあたっての課題等 

（２） 今後の取組と作業スケジュール 

（３） これまでの会議での課題等について 

（４） 地方創生加速化交付金活用事業の効果検証について 

 

第 4 回 平成29年11月21日（火） 【審議事項】 

（１） インフラ・プラント系施設の現状と課題について 

（２） 前回の会議での課題について 

（３） 地方創生加速化交付金活用事業の効果検証について 

【報告事項】 

（１） 習志野市公共施設再生基本条例の改正について 

第 5 回 平成30年3月19日（月） （１） 財政シミュレーションについて 

（２） 提言書（素案）について 

（３） 地方創生加速化交付金活用事業の効果検証について 

第 6 回 平成30年5月25日（金） 【報告事項】 

（１） 公共施設マネジメントをめぐる最近の動向と庁内に

おける検討状況 

【審議事項】 

（１） 提言書（素案）について 

第 7 回 平成30年8月27日（月） 【審議事項】 

（１） 提言書（案）について 

【報告事項】 

（１） 学校施設再生計画の検討状況について 

第 8 回 平成30年10月30日（火） 【審議事項】 

（１） 提言書（案）について 
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【設置根拠】 

○習志野市公共施設等再生基本条例 

平成２６年７月７日 

条例第１５号 

改正 平成２９年１２月２８日条例第１６号 

（題名改称） 

（目的） 

第１条 この条例は、公共施設等の建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画

的な取組について、その基本理念及び基本的事項を定め、持続可能な行財政運営の下で、

時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供することにより、誰もが住みたくな

るような魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 公共施設等 市が所有する施設であって、次に掲げるのもののうち規則で定めるも

のをいう。 

ア 建築物 

イ 道路、都市公園等の土木施設 

ウ 下水道 

エ 水道施設 

オ ガス工作物 

(２) 再生 建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組をいう。 

(３) 関係団体 地縁型組織、特定非営利活動法人その他の営利を目的としない団体で、

主に市内において公共施設等の再生又は管理運営若しくは維持保全を行うものをいう。 

(４) 事業者 公共施設等の再生に関する事業（以下「公共施設等再生事業」という。）を

行う法人その他の団体（前号に掲げるもの並びに国及び地方公共団体を除く。）及び個人

をいう。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（基本理念） 

第３条 公共施設等の再生は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

(１) 文教住宅都市憲章の理念にのっとり、市民の生命、身体及び財産の安全を第一義と

しつつ、教育及び文化の向上を図り、健康で文化的な生活を実現するよう実施すること。 

(２) 限られた資源の有効的な活用及び効率的かつ効果的な事業手法を導入し、次世代に

過度の負担を課さず、世代間の公平性が確保されるよう取り組むこと。 
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(３) 公共施設等の再生の実施に当たっては、人口減少社会の到来、経済の成熟化等社会

経済情勢の変化を踏まえつつ、市、市民、関係団体及び事業者が連携及び協働して取り

組むこと。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（市の責務） 

第４条 市は、公共施設等再生事業について総合的かつ計画的な取組に努めるものとする。 

２ 市は、公共施設等の現状を把握し、人口動態、財政状況等客観的なデータに基づく中

長期の予測の下で、効率的かつ効果的に公共施設等再生事業に取り組むものとする。 

３ 市は、公共施設等再生事業に関する財源を確保することに努めるものとする。 

４ 市は、公共施設等再生事業を推進するに当たっては、市民の理解と協力を求めるとと

もに、公共施設等に関する情報をわかりやすく周知するものとする。 

５ 市は、公共施設等再生事業を推進するに当たっては、公共施設等の再生に関する理解

を深めることを通じて公共の福祉の増進に寄与し、効率的な再生事業に積極的に参画及

び協力するよう、関係団体及び事業者に対して求めるものとする。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（市民の責務） 

第５条 市民は、次世代の負担を軽減するため、公共施設等の再生並びに管理運営及び維

持保全に必要となる現在及び将来の財政負担に関する理解を深め、より良い資産を次世

代に引き継ぐよう努めるものとする。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（関係団体及び事業者の責務） 

第６条 関係団体及び事業者は、その活動において、市が推進する公共施設等再生事業に

積極的に参画し、協力するよう努めるものとする。 

２ 関係団体及び事業者は、公共施設等の効率的かつ効果的な管理運営及び維持保全に関

し、より有効な方法の追求及び技術の向上に努めるものとする。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（調査及び計画） 

第７条 市長は、公共施設等の再生に関する情報の一元的な調査、収集及び整理を定期的

に実施するとともに、その結果を公表するものとする。 

２ 市長は、公共施設等の再生に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、前項の

結果に基づき、公共施設等の再生に関する計画を策定するものとする。 

３ 市長は、前項の計画における事業効果を検証し、その検証結果及び人口動態、財政状

況等市を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、当該計画を見直すものとする。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（公共施設等再生推進審議会） 

第８条 市長は、公共施設等の再生に関する施策を推進するため、公共施設等再生推進審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 
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２ 審議会は、市長の諮問に応じ、公共施設等の再生に関する事項を調査審議する。 

３ 審議会は、委員６人以内で組織し、委員は公共施設等の再生に関し識見を有する者及

び公募に応じた市民のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（平２９条例１６・一部改正） 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に存する公共施設の再生に関する計画は、第７条第２項の規

定により策定されたものとみなす。 

附 則（平成２９年１２月２８日条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する公共施設等（第１条の規定による改正後の習志野市公

共施設等再生基本条例（以下「新条例」という。）第２条第１号アに規定するものを除く。）

の再生に関する計画は、新条例第７条第２項の規定により策定されたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の習志野市公共施設再生基本条例

第８条第３項の規定により委嘱されている公共施設再生推進審議会の委員は、新条例第

８条第３項の規定により公共施設等再生推進審議会の委員として委嘱されたものとみな

す。 
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【諮問書】 

資 管 第 ６ ４ 号  

平成２９年５月２９日  

 

習志野市公共施設再生推進審議会 

会長 廣田 直行 様 

                            習志野市長 宮本 泰介 

諮 問 書 

 習志野市公共施設再生基本条例第８条第２項の規定に基づき、次の事項について御検討

のうえ答申いただきたく、理由を添え諮問いたします。 

 

【諮問事項】 

 公共建築物を対象とする習志野市公共施設再生計画の見直し及び習志野市公共施設等総

合管理計画に基づく個々のインフラ・プラント系施設の老朽化対策の計画立案にあたって、

検討すべき事項及び基本的な方策について提言を求めます。 

 

 （諮問理由） 

 本市では、全国的な課題となっている公共施設等の老朽化に対して、習志野市公共施設

再生計画及び習志野市公共施設等総合管理計画を策定し、文教住宅都市憲章の理念のもと

で、持続可能な行財政運営による、時代の変化に対応した公共サービスを持続的に提供す

ることにより、誰もが住みたくなるような魅力あるまちづくりを推進しています。 

 しかしながら、習志野市公共施設再生計画を実行する段階においては、計画策定当時か

らの環境変化による事業費の大幅な増加や個別事業の具体化段階における様々な問題が顕

在化するなど、事業費やスケジュール等の見直しが必須となっています。 

また、公共施設等総合管理計画に基づく個々のインフラ・プラント系施設の計画の策定に

あたっては、市民生活を維持する観点から長寿命化を中心とした対応を予定していますが、

全国的にも取り組み事例が少なく、対策のポイントや方向性などについての検討が必要で

す。 

 つきましては、以上の現状を踏まえつつ、本市のまちづくりがより良い方向へ進んでい

くように、諮問事項に関して御審議をいただき、御提言いただきますようお願いいたしま

す。 

 

 


